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公　　　示

指定自動車整備事業者の行政処分について

一般乗用旅客自動車運送事業者に対するタクシー業務適正化特別措置法第５２条第
１項の規定に基づく事業許可取消事案

一般乗用旅客自動車運送事業者に対するタクシー業務適正化特別措置法第５２条第
１項の規定に基づく事業用自動車の使用停止事案

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金（タクシー）変更認可申請事案
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◎旅客自動車運送事業の運賃及び料金変更認可申請事案

道路運送法施行規則第55条の規定により次のとおり公示する。

なお、本件について意見の聴取の申請をしようとするときは公示の日から10日以内に

次に掲げる事項を記載した申請書を当該運輸支局経由関東運輸局長あて提出されたい。

１　申請者の氏名又は名称及び住所

２　事案の件名及びその番号

３　意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

４　意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

令和８年２月２６日　　　関東運輸局長　藤田　礼子

○一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金（タクシー）変更認可申請事案

番号　申請者　事案の概要（１．申請年月日　２．運賃適用地域名　３．申請概要）

２５B３９号　日本中央交通　株式会社

１．令和８年２月２０日

２．群馬地区（旧群馬県Ａ地区）

３．運賃及び料金（タクシー）変更認可申請の概要

下記の時間制運賃について、加算時間を１０分に短縮する。

（ア）　特定大型車　　　　　上限運賃

（イ）　大型車　　　　　　　　上限運賃

（ウ）　普通車　　　　　　　　上限運賃

公　　　示
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◎旅客自動車運送事業の運賃及び料金変更認可申請事案

道路運送法施行規則第55条の規定により次のとおり公示する。

なお、本件について意見の聴取の申請をしようとするときは公示の日から10日以内に

次に掲げる事項を記載した申請書を当該運輸支局経由関東運輸局長あて提出されたい。

１　申請者の氏名又は名称及び住所

２　事案の件名及びその番号

３　意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

４　意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

令和８年２月２６日　　　関東運輸局長　藤田　礼子

○一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金（タクシー）変更認可申請事案

番号　申請者　事案の概要（１．申請年月日　２．運賃適用地域名　３．申請概要）

２５B４０号　日本中央交通　株式会社

１．令和８年２月２０日

２．群馬地区（旧群馬県Ｂ地区）

３．運賃及び料金（タクシー）変更認可申請の概要

下記の時間制運賃について、加算時間を１０分に短縮する。

（ア）　特定大型車　　　　　上限運賃

（イ）　大型車　　　　　　　　上限運賃

（ウ）　普通車　　　　　　　　上限運賃

公　　　示
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公 示

道路運送車両法第９４条の８第１項の規定に基づき、指定自動車整備事業者に対し、

下記のとおり処分を実施する。

記

１．事業者の氏名又は名称及び住所

株式会社ホンダクリオ上尾

代表取締役 遠藤 光博

埼玉県桶川市大字坂田１６３３番地の１

２．事業場の名称、所在地、認証番号及び指定番号

株式会社ホンダクリオ上尾 伊奈店

埼玉県北足立郡伊奈町栄３丁目１２１番１号

認証番号 第４－３８８２号

指定番号 関東指第４－１３００号

３．処分の内容

保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付停止命令

停止期間 令和 ８年 ２月 １７日 から

令和 ８年 ６月 ２１日 まで １２５日間

４．処分の理由

道路運送車両法第９４条の５第１項及び第９４条の５第６項の規定違反

令和 ８年 ２月 １６日

関東運輸局長 藤田 礼子
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